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連 結 貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
契約資産
電子記録債権
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
未収消費税等
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産
リース資産
その他
投資その他の資産
投資有価証券
保険積立金
退職給付に係る資産
その他

7,925,506
3,480,763
256,357
1,251,342

265
431,347
494,871
595,642
1,308,381
54,432
53,580
△1,477

4,440,268
4,022,032
2,657,307
471,737
146,981
695,712
18,054
32,238
190,519
75,490
115,029
227,716
47,389
88,155
47,440
44,731

流動負債 2,166,984
支払手形及び買掛金 387,248
電子記録債務 604,333
短期借入金 100,000
１年内返済予定の長期借入金 217,584
リース債務 41,341
未払金 109,228
未払費用 109,338
未払法人税等 262,793
未払消費税等 77,021
契約負債 6,983
賞与引当金 200,303
製品保証引当金 32,409
その他 18,397
固定負債 1,678,515
長期借入金 1,363,861
長期未払金 78,477
リース債務 60,566
繰延税金負債 133,362
資産除去債務 41,892
その他 355

負債合計 3,845,499
（純 資 産 の 部）

株主資本 8,427,311
資本金 1,178,196
資本剰余金 1,108,196
利益剰余金 6,140,966
自己株式 △48
その他の包括利益累計額 92,964
その他有価証券評価差額金 1,968
繰延ヘッジ損益 1,500
為替換算調整勘定 89,495

純資産合計 8,520,275
資産合計 12,365,775 負債・純資産合計 12,365,775
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連 結 損 益 計 算 書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 8,456,374
売上原価 5,380,660
売上総利益 3,075,713

販売費及び一般管理費 2,413,180
営業利益 662,532

営業外収益
受取利息 13,739
受取配当金 1,136
為替差益 66,878
利子補給金 4,749
補助金収入 51,532
保険解約返戻金 30,209
その他 9,195 177,440

営業外費用
支払利息 17,238
電子記録債権売却損 13,301
特別調査関連費用 69,247
貸倒引当金繰入額 △443
その他 15,717 115,061
経常利益 724,912

特別利益
固定資産売却益 6,871
補助金収入 598,302 605,174

特別損失
固定資産除却損 111,401
減損損失 4,382 115,784
税金等調整前当期純利益 1,214,301
法人税、住民税及び事業税 355,597
法人税等調整額 8,592 364,189
当期純利益 850,111
非支配株主に帰属する当期純利益 －
親会社株主に帰属する当期純利益 850,111
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連結株主資本等変動計算書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2021年４月１日残高 1,178,196 1,108,196 5,471,641 △48 7,757,986
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △180,786 △180,786
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 850,111 850,111
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
連結会計年度中の
変 動 額 合 計 － － 669,324 － 669,324

2022年３月31日残高 1,178,196 1,108,196 6,140,966 △48 8,427,311

その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2021年４月１日残高 1,367 － △77,868 △76,501 7,681,484
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △180,786
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 850,111
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 601 1,500 167,364 169,466 169,466
連結会計年度中の
変 動 額 合 計 601 1,500 167,364 169,466 838,791

2022年３月31日残高 1,968 1,500 89,495 92,964 8,520,275
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連結注記表
1.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
（1）連結の範囲に関する事項
①連結子会社の状況
連結子会社の数 3社

連結子会社の名称 OKM VALVE(M)SDN.BHD.、奥村閥門(江蘇)有限公司、蘇州奥村閥門有限公司

②非連結子会社の状況
非連結子会社はありません。

（2）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりです。

会社名 決算日

OKM VALVE(M)SDN.BHD. 12月31日 ※

奥村閥門(江蘇)有限公司 12月31日 ※

蘇州奥村閥門有限公司 12月31日 ※
※連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取
引については、連結上必要な調整を行っております。

（3）会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外の
もの

…………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 …………移動平均法による原価法
デリバティブの評価基準 …………時価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品、製品、原材料、仕掛品 …………主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
・貯蔵品 …………最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）
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②重要な減価償却資産の減価償却の方法
ア.有形固定資産（リース資産を除く)

建物（建物附属設備を除く） ………… 定額法

その他の有形固定資産

当社 ………… 定率法
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており

ます。
連結子会社 ………… 定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～50年
構築物 3～40年
機械装置 2～17年
車両運搬具 2～ 5年
工具器具備品 2～20年

イ.無形固定資産
（リース資産を除く)

…………定額法（自社利用のソフトウエアについては、社内における
利用可能期間（５年）に基づく定額法、研究開発用のソフト
ウエアについては、研究開発の利用可能期間（３年）に基づ
く定額法）

ウ.リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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③重要な引当金の計上基準
ア.貸倒引当金 …………主として債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。

イ.賞与引当金 …………主として従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に
基づき、当連結会計年度において発生していると認められる
額を計上しております。

ウ.製品保証引当金 …………当社が納入した製品及び商品の無償交換費用等の将来の支出
に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上しており
ます。

④退職給付に係る会計処理の方法
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑤その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の処理 …………原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処

理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっ
ております。
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⑥収益及び費用の計上基準
ア.企業の主要な事業における主な履行義務の内容
当社グループは建築、発電、造船、各種プラント等、幅広い業界における流体配管に使用されるバタ
フライバルブを中心とした流体制御機器の製造、販売を行っております。
当社グループでは、主に商品又は製品を顧客に納入することを履行義務として識別しております。

イ.企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
（国内販売）

「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の
国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期
間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

（輸出販売）
インコタームズで定められた貿易条件に基づき危険負担が顧客に移転した時に収益を認識しておりま

す。これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、１年以内に受領しており、重要な金融要素は
含んでおりません。
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2.会計方針の変更に関する注記
（1）収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品

の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結
会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取

扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影

響はありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示し

ていた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」にそれぞ
れ区分表示し、「流動負債」に表示していた「その他」は、当連結会計年度より「契約負債」及び「その他」
に区分表示しております。

（2）時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与
える影響はありません。

3.表示方法の変更
連結損益計算書
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」（前連結会計年度9,029

千円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。
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4.会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額
棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額
（内、滞留年数に応じて規則的に帳簿価額を切下げた額）

107,451
（51,741）

商品及び製品 494,871

仕掛品 595,642

原材料及び貯蔵品 1,308,381

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
棚卸資産の評価は、棚卸資産に収益性の低下が生じたと判断した場合に正味売却価額で評価する方法及び
正常な営業循環過程から外れた棚卸資産については滞留年数に応じて規則的に帳簿価額を切下げる方法に基
づいております。
正味売却価額で評価する方法は、期末日時点の正味売却価額を見積り、正味売却価額が棚卸資産の取得原
価と比較して下落している場合に正味売却価額を棚卸資産評価額とするとともに、減額した帳簿価額を棚卸
資産評価損として処理しております。正味売却価額は、見積販売価格から実績率に基づく見積追加費用を控
除して算定し、見積販売価格は期末日前の販売実績の平均単価に基づいて算定しております。なお、原材料
については、正味売却価額に代えて再調達原価に基づく処理をしております。
滞留年数に応じて規則的に帳簿価額を切下げる方法は、期末日から一定期間を経過しているものを長期滞
留在庫と判断し、長期滞留在庫の評価時点の取得原価に滞留年数に応じて設定された減額率を乗じることに
より棚卸資産評価額を算出するとともに、減額した帳簿価額を棚卸資産評価損として処理しております。

②主要な仮定
主要な仮定は見積販売価格、見積追加費用、再調達原価及び滞留年数に応じて設定された減額率でありま
す。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
正味売却価額の見積りは不確実性を伴うため、正味売却価額が想定よりも下回った場合には損失が発生す
る可能性があります。
滞留年数に応じて設定された減額率は将来の需要や市場動向の予測、使用される原材料等の使用実績を勘
案して仮定を設定しており、市場環境が予測より悪化する場合や原材料等の使用実績に著しい変化が生じた
場合には、損失が発生する可能性があります。
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5.追加情報
（新型コロナウイルス感染症の影響）
新型コロナウイルス感染症は、経済及び企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や

収束時期等を予見することは困難な状況にあります。当社グループは、このような状況を踏まえ繰延税金資産の
回収可能性の会計上の見積りを行っております。なお、現時点では当社グループの会計上の見積りに与える影響
及び業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要
素が多く、翌連結会計年度の当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

6.連結貸借対照表に関する注記
（1）担保資産及び担保に係る債務
①担保に供している資産
土地 95,804千円
建物 534,133千円

計 629,938千円

②担保に係る債務
1年以内返済長期借入金 125,148千円
長期借入金 1,113,479千円

計 1,238,627千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 2,621,369千円

（3）当座貸越契約に係る借入金未実行残高
当座貸越極度額 2,400,000千円
借入実行残高 100,000千円
差引額 2,300,000千円
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7.連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

（単位：株）

株式の種類 当連結会計年度
期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 4,519,700 － － 4,519,700

（2）配当に関する事項
①配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2021年6月9日
取締役会 普通株式 180,786 40 2021年3月31日 2021年6月15日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2022年5月13日
取締役会 普通株式 203,385 45 2022年3月31日 2022年6月13日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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（3）新株予約権等に関する事項

内訳 目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度期首 増加 減少 当連結会計

年度末
第１回
新株予約権 普通株式 57,000 － － 57,000

第２回
新株予約権 普通株式 13,000 － 1,000 12,000

合計 70,000 － 1,000 69,000
（注1）目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載し

ております。
（注2）第２回新株予約権の減少1,000株は、新株予約権者の自己都合退職に伴う権利失効によるものであ

ります。

（4）自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 26 － － 26

8.金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入及び社債の発
行により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信限度管理規程に沿ってリスク低減を

図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握
を行っています。
営業債務である支払手形、買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に運転資金や設備投資に必要な資金の調達を目的としています。一部の借入金につ

いては変動金利による調達のため、金利変動リスクに晒されています。
なお、デリバティブは為替リスク管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注3）を参照く
ださい。）。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額

（＊） 時価（＊） 差額

（1）投資有価証券
その他有価証券 45,721 45,721 －

（2）長期借入金 (1,581,446) (1,575,251) △6,194
（1年以内返済予定のものを含む）

（3）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの 2,153 2,153 －
（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注1）「現金」は現金であること、「預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」
「電子記録債務」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの
であることから、記載を省略しております。

（注2）有価証券に関する事項
投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

（注3）市場価格のない株式等
（単位：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 1,668
これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。

（注4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権は純額で表示しております。
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（注5）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日におけ

る契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
（単位：千円）

ヘッジ会計の方法 デリバティブ
取引の種類等 主なヘッジ対象

契約額等 時価

うち１年超

24,470
38,472

為替予約等の振当
処理

為替予約取引
買建
米ドル
元

買掛金 23,720
37,070

－
－

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式

デリバティブ取引
通貨関連

45,721

－

－

2,153

－

－

45,721

2,153
資産計 45,721 2,153 － 47,874
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②時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金（１年以内返
済予定のものを含む） － 1,575,251 － 1,575,251

負債計 － 1,575,251 － 1,575,251
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レートの観察可能なインプットを用いて算定しており、レベル２の時価に分類

しております。

長期借入金
元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により

算定しており、レベル２の時価に分類しております。

9.収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
売上高

市場区分別
陸用
舶用

4,288,102
4,168,272

顧客との契約から生じる収益 8,456,374

その他の収益 －

外部顧客への売上高 8,456,374
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（2）収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

（3）会計方針に関する事項⑥収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
当連結会計年度（期首）
（2021年4月1日）

当連結会計年度
（2022年3月31日）

合計 合計
顧客との契約から生じた債権

受取手形及び売掛金
受取手形
売掛金
電子記録債権

契約資産
契約負債

1,462,691
－
－

287,287
－

1,257

－
256,357
1,251,342
431,347

265
6,983

（注）契約負債の増減は、主として前受金の受け取り（契約負債の増加）と収益認識（同、減少）により
生じたものであります。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超

える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しています。
また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

10.１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,885円15銭
１株当たり当期純利益 188円09銭
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
未収入金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
構築物
機械装置
車両運搬具
工具器具備品
土地
リース資産
建設仮勘定
無形固定資産
ソフトウエア
リース資産
その他
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
長期貸付金
前払年金費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

5,770,724
1,855,967
687,704
1,187,151
215,019
591,515
1,132,492
29,604
18,785
53,997
△1,515

5,088,987
2,947,894
1,796,442
97,477
321,941
4,956

102,467
574,316
18,054
32,238
93,790
18,260
75,490

40
2,047,302
47,389
316,885
925,299
558,540
47,440
21,228
130,954
△435

流動負債 1,920,418
支払手形 27,474
電子記録債務 604,333
買掛金 377,760
短期借入金 100,000
1年内返済予定の長期借入金 181,140
リース債務 41,341
未払金 101,408
未払費用 91,002
未払法人税等 138,411
未払消費税等 74,901
預り金 17,213
賞与引当金 131,769
製品保証引当金 32,409
その他 1,252
固定負債 1,428,463
長期借入金 1,247,173
リース債務 60,566
長期未払金 78,477
その他 42,247
負 債 合 計 3,348,881
（純 資 産 の 部）

株主資本 7,507,361
資本金 1,178,196
資本剰余金 1,108,196
資本準備金 1,108,196
利益剰余金 5,221,016
利益準備金 45,320
その他利益剰余金 5,175,696
特別償却準備金 141,716
別途積立金 2,000,000
繰越利益剰余金 3,033,980

自己株式 △48
評価・換算差額等 3,468
その他有価証券評価差額金 1,968
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 1,500
純 資 産 合 計 7,510,830

資 産 合 計 10,859,711 負債・純資産合計 10,859,711
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損 益 計 算 書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 7,762,019
売上原価 5,129,166
売上総利益 2,632,853

販売費及び一般管理費 2,056,687
営業利益 576,165

営業外収益
受取利息及び受取配当金 104,280
為替差益 85,736
保険解約返戻金 30,209
補助金収入 51,532
その他 17,190 288,949

営業外費用
支払利息 17,199
電子記録債権売却損 13,301
特別調査関連費用 69,247
その他 11,757 111,506
経常利益 753,609

特別利益
固定資産売却益 6,871 6,871

特別損失
固定資産除却損 1,092
減損損失 4,382 5,475
税引前当期純利益 755,006
法人税、住民税及び事業税 199,923
法人税等調整額 △6,825 193,097
当期純利益 561,908
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株主資本等変動計算書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金
資本準備金 資本剰余金合計

2021年４月１日残高 1,178,196 1,108,196 1,108,196
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当
特別償却準備金の取崩
当 期 純 利 益
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純 額）

事業年度中の変動額合計 － － －
2022年３月31日残高 1,178,196 1,108,196 1,108,196

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却

準備金 別途積立金 繰越利益
剰余金

2021年４月１日残高 45,320 169,431 2,000,000 2,625,143 4,839,895 △48 7,126,239
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △180,786△180,786 △180,786
特別償却準備金の取崩 △27,715 27,715 － －
当 期 純 利 益 561,908 561,908 561,908
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純 額）

事業年度中の変動額合計 － △27,715 － 408,837 381,121 － 381,121
2022年３月31日残高 45,320 141,716 2,000,000 3,033,980 5,221,016 △48 7,507,361
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（単位：千円）
評価・換算差額等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計
2021年４月１日残高 1,367 － 1,367 7,127,607
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △180,786
特別償却準備金の取崩 －
当 期 純 利 益 561,908
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純 額）

601 1,500 2,101 2,101

事業年度中の変動額合計 601 1,500 2,101 383,223
2022年３月31日残高 1,968 1,500 3,468 7,510,830
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個別注記表
1.重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 …………移動平均法による原価法

その他有価証券
・市場価格のない株式等以外の
もの

…………時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 …………移動平均法による原価法

②デリバティブの評価基準 ………… 時価法

③棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品、製品、原材料、仕掛品 …………総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）
貯蔵品 …………最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く） ………… 定額法

その他の有形固定資産 ………… 定率法
ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており

ます。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～50年
構築物 3～40年
機械装置 2～17年
車両運搬具 2～ 5年
工具器具備品 2～20年
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②無形固定資産
（リース資産を除く)

…………定額法（自社利用のソフトウエアについては、社内における
利用可能期間（5年）に基づく定額法、研究開発用のソフトウ
エアについては、研究開発の利用可能期間（3年）に基づく定
額法）

③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
①貸倒引当金 …………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

②賞与引当金 …………従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき、
当事業年度において発生していると認められる額を計上して
おります。

③製品保証引当金 …………当社が納入した製品及び商品の無償交換費用等の将来の支出
に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上しており
ます。

④退職給付引当金 …………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、当社は従業員数300人未満の小規模企業等に該当する
ため、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号）
により簡便法を採用しております。
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（4）収益及び費用の計上基準
①.企業の主要な事業における主な履行義務の内容
当社は建築、発電、造船、各種プラント等、幅広い業界における流体配管に使用されるバタフライバ
ルブを中心とした流体制御機器の製造、販売を行っております。
当社では、主に商品又は製品を顧客に納入することを履行義務として識別しております。

②.企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
（国内販売）

「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品
の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の
期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

（輸出販売）
インコタームズで定められた貿易条件に基づき危険負担が顧客に移転した時に収益を認識しておりま
す。これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、１年以内に受領しており、重要な金融要素は
含んでおりません。

（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の処理 …………原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処

理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっ
ております。
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2.会計方針の変更に関する注記
（1）収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品

の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱い

に従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高への影響は

ありません。

（2）時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と

いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が
定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はあ
りません。

3.表示方法の変更
貸借対照表
前事業年度において、「流動負債」の「支払手形」に含めていた「電子記録債務」（前事業年度228,254千

円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。

損益計算書
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」（前事業年度9,029千円）は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。

― 24 ―



4.会計上の見積りに関する注記
棚卸資産の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）

貸借対照表計上額
棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額
（内、滞留年数に応じて規則的に帳簿価額を切下げた額）

72,189
（17,403）

商品及び製品 215,019

仕掛品 591,515

原材料及び貯蔵品 1,132,492

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類の「連結注記表（会計上の見積りに関する注記 棚卸資産の評価）」に記載した内容と同
一であります。

5.追加情報
（新型コロナウイルス感染症の影響）
新型コロナウイルス感染症は、経済及び企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や

収束時期等を予見することは困難な状況にあります。当社は、このような状況を踏まえ繰延税金資産の回収可能
性の会計上の見積りを行っております。なお、現時点では当社の会計上の見積りに与える影響及び業績に与える
影響は軽微であると考えておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、翌事業
年度の当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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6.貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
①担保に供している資産
土地 95,804千円
建物 534,133千円

計 629,938千円

②担保に係る債務
1年以内返済長期借入金 125,148千円
長期借入金 1,113,479千円

計 1,238,627千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 2,269,951千円

（3）当座貸越契約に係る借入金未実行残高
当座貸越極度額 2,400,000千円
借入実行残高 100,000千円
差引額 2,300,000千円

（4）関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 98,085千円
長期金銭債権 558,540千円
短期金銭債務 158,652千円

7.損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 157,842千円
仕入高 1,334,650千円
販売費及び一般管理費 406千円
営業取引以外の取引高 105,410千円
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8.株主資本等変動計算書に関する注記
当該事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 26株

9.税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 8,972千円
資産除去債務 14,456千円
賞与引当金 39,926千円
製品保証引当金 9,819千円
退職一時金過去勤務費用 7,585千円
未払役員退職慰労金 19,543千円
減損損失 52,956千円
その他 19,109千円
繰延税金資産小計 172,369千円
評価性引当額 △73,137千円
繰延税金資産合計 99,232千円

繰延税金負債
特別償却準備金 61,606千円
その他有価証券評価差額金 855千円
繰延ヘッジ損益 652千円
前払年金費用 14,374千円
その他 514千円
繰延税金負債合計 78,003千円
繰延税金資産の純額 21,228千円
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10.関連当事者との取引に関する注記
子会社

（単位：千円）

種類 会社等の名称
議決権等
の所有(被所
有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 奥村閥門（江
蘇）有限公司 直接100％

製品の販売、
仕入、資金の
貸付、役員の
兼任等

製品の仕入等 806,904 買掛金 70,892

資金の貸付 －

その他流動資産
(1年以内返済
長期貸付金)

38,520

長期貸付金 558,540

（注1）価格その他の取引条件は、市場価格を勘案し、毎期価格交渉の上決定しております。
（注2）貸付金の金利は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

11.収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

12.１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,661円81銭
１株当たり当期純利益 124円32銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2022年5月24日
株 式 会 社 オ ー ケ ー エ ム
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 田 康 弘
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 戸 康 嗣

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社オーケーエムの２０２１年４月１日か
ら２０２２年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社オーケーエム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

― 29 ―



連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2022年５月24日
株 式 会 社 オ ー ケ ー エ ム
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 髙 田 康 弘
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 戸 康 嗣

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オーケーエムの２０２１年４月
１日から２０２２年３月３１日までの第６１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

― 32 ―



監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第61期事業年度における取締役の職務
の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号
に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認
められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月25日

株式会社オーケーエム 監査等委員会
常勤監査等委員 谷 口 登 ㊞
監 査 等 委 員 西 村 猛 ㊞
監 査 等 委 員 杉 野 博 昭 ㊞

（注）監査等委員、西村猛及び杉野博昭は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締
役であります。

以 上
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